
平成30年度税制改正と
米国税制改正の概要

は
じ
め
に

平
成
30
年
度
に
お
け
る
国
際

課
税
関
係
の
主
な
税
制
改
正

は
、
恒
久
的
施
設（
Ｐ
Ｅ
）の
人

為
的
操
作
に
よ
る
Ｐ
Ｅ
認
定
回

避
へ
の
対
抗
策
で
あ
り
、
昨
年

度
税
制
改
正
で
抜
本
的
に
改
正

さ
れ
た
外
国
子
会
社
合
算
税
制

（
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税

制
）
及
び
相
続
税
の
納
税
義
務

の
範
囲
に
関
す
る
追
加
な
ど
、

全
体
と
し
て
小
粒
の
改
正
で
あ

っ
た
。
一
方
、
米
国
で
は
31
年

ぶ
り
の
大
規
模
な
税
制
改
正
が

行
わ
れ
、
法
人
税
率
が
21
％
に

引
き
下
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、

こ
れ
に
よ
り
米
国
の
実
効
税
率

は
30
％
未
満
に
な
り
、
米
国
子

会
社
で
あ
っ
て
も
外
国
子
会
社

合
算
税
制
が
適
用
さ
れ
る
可
能

性
が
出
て
き
た
。

1

平
成
30
年
度
税
制
改
正
の
背
景
と
し
て
の
Ｂ

Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

平
成
27
年
10
月
に
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最
終
報
告
書

が
公
表
さ
れ
た
が
、
日
本
で
も

平
成
27
年
度
税
制
改
正
以
降
、

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
15
の
行
動

計
画
を
反
映
し
た
税
制
改
正
が

行
わ
れ
て
き
た
。
以
下
、
年
度

ご
と
の
そ
の
概
要
を
説
明
す

る
。

平
成
27
年
度

・
行
動
1
「
国
境
を
越
え
た
役

務
の
提
供
に
対
す
る
消
費
税
課

税
の
見
直
し
の
導
入
」

・
行
動
2
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
・

ミ
ス
マ
ッ
チ
の
効
果
の
無
効
化

（
現
地
で
損
金
算
入
さ
れ
な
い

配
当
は
外
国
子
会
社
配
当
益
金

不
算
入
制
度
の
対
象
と
は
し
な

い
）」

平
成
28
年
度

・
行
動
13
「
多
国
籍
企
業
の
企

業
情
報
の
文
書
化
（
移
転
価
格

税
制
と
恒
久
的
施
設
帰
属
所

得
、
外
国
税
額
控
除
に
お
け
る

一
定
の
場
合
の
文
書
作
成
の
義

務
化
）」

平
成
29
年
度

・
行
動
3
「
外
国
子
会
社
合
算

税
制
の
強
化（
抜
本
的
改
正
）」

・
行
動
10
「
グ
ル
ー
プ
内
役
務

提
供
取
引
へ
の
対
応
（
平
成
30

年
2
月
16
日
付
移
転
価
格
事
務

運
営
要
領
の
一
部
改
正
）」

平
成
30
年
度

・
行
動
7
「
Ｐ
Ｅ
認
定
の
人
為

的
回
避
の
防
止
（
Ｐ
Ｅ
の
範
囲

の
厳
格
化
）」

・
行
動
15
「
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措

置
実
施
条
約
の
批
准
（
平
成
30

年
5
月
18
日
に
国
会
で
承
認
）」

そ
し
て
、
平
成
31
年
度
以
降

に
つ
い
て
は
、
行
動
4
「
利
子

控
除
制
限
ル
ー
ル
」、
行
動
12

「
義
務
的
開
示
制
度
」、
そ
し

て
行
動
8
―
10
「
移
転
価
格
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
」
な
ど
が

取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。

2

恒
久
的
施
設
（
Ｐ
Ｅ
）
認
定
の
人
為
的
回
避

の
防
止

非
居
住
者
又
は
外
国
法
人
の

事
業
所
得
に
つ
い
て
は
、
従
来

か
ら
「
Ｐ
Ｅ
な
け
れ
ば
課
税
な

し
」
の
原
則
が
あ
る
。
非
居
住

者
又
は
外
国
法
人
が
国
内
に
Ｐ

Ｅ
を
持
た
な
け
れ
ば
、
そ
の
事

業
所
得
を
日
本
で
課
税
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

近
年
、
こ
の
国
際
課
税
原
則
を

濫
用
す
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、

Ｐ
Ｅ
の
規
定
を
厳
格
化
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
。

具
体
的
に
は
、
建
設
工
事
期

間
が
1
年
を
超
え
る
と
Ｐ
Ｅ
に

な
る
の
で
、
数
か
月
に
な
る
よ

う
に
契
約
を
分
割
す
る
な
ど
し

て
1
年
未
満
と
し
Ｐ
Ｅ
に
な
ら

な
い
よ
う
に
す
る
も
の
に
対
し

て
、
全
体
と
し
て
見
る
こ
と
に

す
る
と
い
う
改
正
が
行
わ
れ

た
。
ま
た
、
独
立
代
理
人
は
Ｐ

Ｅ
と
さ
れ
な
い
こ
と
を
悪
用
す

る
こ
と
に
対
し
て
、
独
立
代
理

人
の
範
囲
を
よ
り
厳
格
に
す
る

な
ど
の
対
応
を
し
た
。

平
成
30
年
度
税
制
改
正
後
の

恒
久
的
施
設
（
Ｐ
Ｅ
）
に
つ
い

て
、
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

・
支
店
Ｐ
Ｅ
―
こ
れ
ま
で
限
定

列
挙
だ
っ
た
も
の
が
例
示
列
挙

に
な
っ
た
が
、
内
容
的
に
は
若

干
の
改
正
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

・
建
設
Ｐ
Ｅ
―
契
約
分
割
へ
の

対
応
（
上
述
）
が
加
わ
っ
た

・
代
理
人
Ｐ
Ｅ
―
注
文
取
得
代

理
人
及
び
在
庫
保
有
代
理
人
を

廃
止
し
、
契
約
締
結
代
理
人
に

一
本
化
。
独
立
代
理
人
の
範
囲

を
狭
く
し
た

・
Ｐ
Ｅ
に
な
ら
な
い
準
備
的
・

補
助
的
活
動
に
つ
い
て
、
限
定

的
に
し
た
他
、
細
分
化
を
通
じ

た
Ｐ
Ｅ
認
定
回
避
に
対
応
し
た

た
だ
し
、
国
内
法
上
の
Ｐ
Ｅ

と
租
税
条
約
上
の
Ｐ
Ｅ
が
異
な

る
場
合
に
は
、
租
税
条
約
を
優

先
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

こ
の
他
、
平
成
30
年
度
税
制

改
正
と
は
直
接
関
係
な
い
が
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
が

昨
年
の
暮
れ
に
3
年
ぶ
り
に
改

訂
さ
れ
公
表
さ
れ
た
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
第
5
条
に

は
恒
久
的
施
設
（
Ｐ
Ｅ
）
の
範

囲
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
内
容
は
平
成
30
年
度

税
制
改
正
と
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置

実
施
条
約
に
も
Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
行
動
7
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
。
今
後
、
日
本
が

所
定
の
手
続
き
を
取
る
こ
と
で

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
防
止
措
置
実
施
条
約

が
日
本
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
早
け
れ
ば
年
内
に
も

適
用
さ
れ
る
が
、
同
様
の
手
続

を
踏
む
租
税
条
約
相
手
国
と
の

間
で
も
同
じ
内
容
が
採
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

3

外
国
子
会
社
合
算
税
制
の
改
正
と
通
達
の
公

表
平
成
30
年
度
に
お
け
る
外
国

子
会
社
合
算
税
制
の
改
正
は
、

昨
年
度
の
補
完
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、
特
に
大
き
な
改
正
事
項

は
な
い
。
し
か
し
、
本
年
4
月

に
大
手
通
信
会
社
Ａ
へ
の
本
税

制
の
適
用
が
報
道
さ
れ
、
こ
れ

に
関
連
す
る
改
正
が
あ
っ
た
こ

と
か
ら
若
干
説
明
し
て
お
き
た

い
。マ

ス
コ
ミ
報
道
を
簡
記
す
る

と
、
内
国
法
人
Ａ
は
外
国
法
人

Ｂ
を
合
併
し
た
が
、
Ｂ
に
は
い

わ
ゆ
る
外
国
関
係
会
社
が
あ
っ

た
。
合
併
を
す
る
場
合
に
は
税

務
上
の
検
討
も
し
て
お
く
べ
き

だ
が
、
本
税
制
は
移
転
価
格
税

制
の
よ
う
な
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
は
な
く
、
各
国
の
税
制

は
そ
れ
ぞ
れ
複
雑
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
状
況
下
、
Ｂ
所
在
地

国
で
は
本
税
制
の
適
用
が
な
か

っ
た
も
の
の
、
日
本
の
外
国
子

会
社
合
算
税
制
で
は
課
税
対
象

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

平
成
30
年
度
税
制
改
正
に
お

い
て
は
、
内
国
法
人
が
外
国
法

人
を
合
併
し
た
場
合
、
そ
の
外

国
法
人
が
い
わ
ゆ
る
外
国
関
係

会
社
を
有
し
て
い
る
場
合
、
そ

の
外
国
関
係
会
社
に
つ
い
て
基

本
方
針
及
び
統
合
に
伴
う
組
織

再
編
の
実
施
方
法
等
を
記
載
し

た
計
画
書
に
基
づ
い
て
一
定
の

期
間
内
に
行
う
こ
と
で
解
散
す

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に

は
課
税
対
象
と
は
し
な
い
と
さ

れ
た
。

ま
た
、
国
税
庁
は
昨
年
12
月

に
平
成
29
年
度
税
制
改
正
に
関

す
る
法
令
解
釈
通
達
、
そ
し
て

本
年
1
月
に
は
そ
の
Ｑ
＆
Ａ
を

公
表
し
た
。
い
わ
ゆ
る
実
体
基

準
と
管
理
支
配
基
準
の
両
方
を

満
た
さ
な
い
外
国
関
係
会
社

は
、
ペ
ー
パ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー

と
さ
れ
て
租
税
負
担
割
合
が
30

％
未
満
の
場
合
は
そ
の
所
得
が

全
額
内
国
法
人
の
所
得
に
合
算

さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
、
本
税
制

と
は
無
関
係
だ
っ
た
米
国
の
実

効
税
率
が
30
％
を
下
回
っ
た
こ

と
か
ら
、
今
後
、
米
国
の
子
会

社
に
つ
い
て
実
体
基
準
と
管
理

支
配
基
準
を
満
た
す
か
否
か
の

検
討
を
行
う
必
要
が
出
て
く
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
2
つ
の

基
準
を
満
た
さ
な
い
場
合
、
つ

ま
り
事
務
所
等
の
実
体
が
な

く
、
か
つ
、
事
業
の
管
理
支
配

を
自
ら
行
っ
て
い
な
い
外
国
関

係
会
社
は
、
特
定
外
国
関
係
会

社
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
注
意
が
必
要
だ
。

こ
の
他
、
法
令
解
釈
通
達
と

Ｑ
＆
Ａ
を
見
る
限
り
4
つ
の
経

済
活
動
基
準
に
つ
い
て
は
、
改

正
前
の
適
用
除
外
基
準
と
そ
れ

ほ
ど
変
更
さ
れ
て
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

4

米
国
の
税
制
改
正

昨
年
12
月
20
日
、
米
国
連
邦

議
会
上
下
両
院
は
税
制
改
正
法

案
（T

ax
C
u
ts
an
d
Jo

b
s
A
ct

）
を
可
決
、
ト
ラ
ン

プ
大
統
領
が
署
名
し
た
こ
と
で

成
立
し
た
。
既
に
報
道
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
個
人
・
法
人
の

税
率
と
も
大
幅
に
引
き
下
げ
ら

れ
た
。
例
え
ば
、
個
人
所
得
税

で
は
最
高
税
率
が
37
％
に
引
き

下
げ
ら
れ
た
ほ
か
、
子
ど
も
の

扶
養
控
除
（
米
国
で
は
税
額
控

除
）
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
法
人

税
率
は
35
％
か
ら
21
％
に
引
き

下
げ
ら
れ
た
一
方
、
繰
越
欠
損

金
の
期
間
制
限
の
撤
廃
、
支
払

利
子
の
損
金
算
入
が
一
部
制
限

さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

な
お
、
21
％
の
法
人
税
率
は

2
0
1
8
年
1
月
1
日
以
降
に

適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

2
0
1
7
年
4
月
1
日
―
2
0

1
8
年
3
月
31
日
事
業
年
度
決

算
の
場
合
、
2
0
1
7
年
12
月

31
日
ま
で
は
35
％
、
2
0
1
8

年
1
月
1
日
か
ら
の
3
か
月
間

は
21
％
の
税
率
を
適
用
す
る
こ

と
か
ら
、
日
数
按
分
（
35
％
×

2
7
5
日
／
3
6
5
日
＋
21
％

×
90
日
／
3
6
5
日
＝
約
31
・

5
％
）
す
る
こ
と
に
な
る
。

国
際
課
税
関
係
で
も
い
く
つ

も
の
改
正
が
あ
っ
た
が
、
こ
こ

で
は
「
国
外
の
軽
課
税
無
形
資

産
所
得
へ
の
課
税
（G

lo
b
al

In
tan
g
ib
le
L
o
w
-T
ax

e
d
In
co
m
e
:G
IL
T
I

）」

に
つ
い
て
説
明
す
る
。

米
国
の
外
国
子
会
社
合
算
税

制
（
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策

税
制
）
は
、
内
国
歳
入
法
典
9

5
1
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る

が
、今
回
、同
法
典
9
5
1
条
Ａ

は
、
新
た
に
国
外
の
軽
課
税
無

形
資
産
所
得
（
Ｇ
Ｉ
Ｌ
Ｔ
Ｉ
）

に
対
し
て
、
米
国
株
主
に
そ
の

50
％
を
合
算
課
税
す
る
こ
と
に

し
た
。

こ
れ
を
簡
単
に
説
明
す
る

と
、
無
形
資
産
か
ら
生
ず
る
所

得
（
＝
外
国
子
会
社
の
所
得
全

体
―
有
形
資
産
か
ら
生
ず
る
所

得
）
に
つ
い
て
は
、
新
法
人
税

率
の
半
分
で
あ
る
10
・
5
％
で

課
税
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

つ
ま
り
、
今
回
の
Ｇ
Ｉ
Ｌ
Ｔ

Ｉ
は
米
国
の
外
国
子
会
社
合
算

税
制（「
サ
ブ
パ
ー
ト
Ｆ
税
制
」

と
も
言
わ
れ
る
）
の
補
完
税
制

と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｇ
Ｉ
Ｌ
Ｔ
Ｉ
は
次
の
式
に
よ

っ
て
計
算
さ
れ
る
。

国
外
の
軽
課
税
無
形
資
産
所

得
＝
外
国
子
会
社
純
所
得
―

〔（
10
％
×
Ｑ
Ｂ
Ａ
Ｉ
）
―
支
払

利
子
〕

右
の
式
の
う
ち
、Ｑ
Ｂ
Ａ
Ｉ
と

はQ
u
alifie

d
B
u
sin
e
ss

A
sse
t
In
v
e
stm
e
n
t

の

略
で
あ
り
み
な
し
有
形
資
産
の

こ
と
で
あ
り
、
貸
借
対
照
表
か

ら
算
出
す
る
。
つ
ま
り
、
国
外

の
軽
課
税
無
形
資
産
所
得
は
、

外
国
子
会
社
の
純
所
得
の
う
ち

み
な
し
有
形
資
産
の
10
％
（
マ

イ
ナ
ス
支
払
利
子
）
は
有
形
資

産
か
ら
獲
得
し
た
所
得
で
あ

り
、
純
所
得
と
の
差
額
を
「
無

形
資
産
か
ら
生
じ
た
利
益
」
と

み
な
し
て
い
る
。

米
国
の
Ｇ
Ｉ
Ｌ
Ｔ
Ｉ
と
日
本

の
外
国
子
会
社
合
算
税
制
で
導

入
さ
れ
た
「
異
常
所
得
」
は
、

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最

終
報
告
書
に
お
け
る
「
超
過
利

益
分
析
」
の
考
え
方
を
採
用
し

て
い
る
。
外
国
子
会
社
合
算
税

制
で
漏
れ
て
し
ま
う
外
国
子
会

社
の
所
得
を
す
く
い
上
げ
て
、

内
国
法
人
で
課
税
対
象
と
し
よ

う
と
い
う
バ
ス
ケ
ッ
ト
ル
ー
ル

と
理
解
す
る
と
わ
か
り
や
す

い
。
ト
ラ
ン
プ
税
制
は
、
米
国

の
利
益
だ
け
を
考
え
て
制
定
さ

れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る

が
、
Ｇ
Ｉ
Ｌ
Ｔ
Ｉ
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
国
際
的
な
議
論
を
反

映
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

お
わ
り
に

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、

Ｂ
Ｅ
Ｐ
Ｓ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
基

づ
く
国
際
課
税
関
係
の
税
制
改

正
は
来
年
度
以
降
も
続
く
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
国
際
的
に
は

租
税
回
避
を
行
う
納
税
者
が
多

い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
抗
す

る
た
め
に
厳
格
な
規
定
が
多
く

取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。

一
方
、
日
本
で
は
一
部
を
除

い
て
租
税
回
避
を
行
う
納
税
者

は
い
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
税

制
の
厳
格
化
だ
け
が
目
立
つ
よ

う
に
な
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
立
法
の

背
景
と
趣
旨
目
的
を
踏
ま
え
た

制
度
の
運
用
を
心
が
け
て
い
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。

望月 文夫〔神田〕

日
本
税
務
会
計
学
会

平
成
30
年
4
月
月
次
研
究
会
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